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２０２６年６月２５日  

女性被保険者 各位 

                                    帝人グループ健康保険組合  

 

＜ご案内＞女性被保険者 婦人科検診について 
 

女性被保険者を対象とした婦人科検診のご案内を致します。 

予約期間は 2027年 2月末まで、受診期間は 2027年 3月末までとしていますので、積極的にご活

用ください。 

なお、環境負荷低減を図るため、対象者への案内物の送付は行ないませんので、詳細は「４．婦人

科検診の申し込みについて」をご確認ください。 

 

記 

１． 対象者 

女性被保険者 全員 

 

２．予約期間および受診期間 

 

 

 

 

３．個人負担額 

 

 

 

 

注意事項 
・マンモグラフィーとエコー検査はどちらか一方を受診してください。両方の受診を選択した 

場合、エコー検査費用の全額が自己負担となります。 

 

４．婦人科検診の申し込みについて 
詳細は下記リンクでご確認ください。 

①案内文書 ②健診機関リスト ③受診券発行依頼書記入方法（FAX,郵送の場合） 

 

５．問合せ先 

帝人グループ健康保険組合 

外線 ： （０８９）９７２－３６５１  内線 ： ８０７－２２３４ 

Ｅメール：kenpoh@teijin.co.jp 

 

 

別紙 

婦人科検診に関するＱ＆Ａ 

 

以 上 

 

 

実施事項 期  間 

予約期間 2026年 7月 1日（水）～2027年 2月 28日（日） 

受診期間 2026年 7月 15日（水）～2027年 3月 31日（水） 

受診内容 個人負担額 

乳がん（マンモグラフィー検査 or エコー検査） なし 

子宮がん（子宮頸部細胞診） なし 

https://www.teijinkenpo.or.jp/documents/news-data/tandoku_annnai.pdf
https://www.teijinkenpo.or.jp/documents/news-data/tandoku_kenshin_list.xlsx
https://www.teijinkenpo.or.jp/documents/news-data/tandoku_jyusinkenkinyurei.pdf
mailto:kenpoh@teijin.co.jp
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別紙 

 

婦人科検診に関するＱ＆Ａ 

当健保組合へのお問合せ事例をご紹介します。 

 

 Ｑ１．事業主で実施する婦人科検診と(株)イーウェルで実施する婦人科検診を 

同じ年に受けることはできますか？ 

  Ａ１．できません。婦人科検診の補助は年度内に１回です。どちらか一方のみで 

申し込み・受診をお願いします。 

 

  Ｑ２．個人で受診した婦人科検診の費用を健保へ補助申請することはできますか？ 

 Ａ２．できません。補助に該当する検診は下記①②に該当するいずれかになります。 

① （株）イーウェルで申し込みする婦人科検診 

（2026年 7月 15日～2027年 3月 31日までに受診のもの） 

②  事業主が実施する婦人科検診 ※実施の有無は事業主にお問い合わせください。 

（2026年 4月 1日～2027年 3月 31日までに受診のもの） 

 

  Ｑ３．(株)イーウェルでの申し込み・受診は期間内にしないといけませんか？ 

  Ａ３．はい。必ず下記の期間内に申し込み・受診をしてください。 

     申込期間：2026年 7月 １日～2027年 2月 28日     

 受診期間：2026年 7月 15日～2027年 3月 31日 

 

  Ｑ４．乳がん検診について、マンモグラフィーと乳房エコーを同時に受診した場合、 

両方とも補助を受けることができますか？ 

  Ａ４．いいえ。安価な方（乳房エコー）が全額自己負担となります。 
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＜参考＞ＫＥＮＰＯＳ初回登録方法 

 

ＫＥＮＰＯＳから予約をする場合、初回登録が必要です。 

 

注意：初回登録はアプリではなく【ＷＥＢからログイン】してください。 

 

帝人グループ健康保険組合のホームページからも「KENPOS」へ入れます。 

 帝人グループ健康保険組合ホームページ ：teijinkenpo.or.jp

 

https://www.teijinkenpo.or.jp/

